
第 2号・様式 (1)一 ①

(単体発注 。事後審査■)

郡覇港管理組合一般競争入札公告第 9号

地方 自治法 (昭和E2年法律第67号)第 234:条 第 1項の規定に =kい 、 ‐
般競争入札 (以 下「入札Jと いう。 )

を次の登お り実施すると

令和7年 3月 S脚

1  人本とここfヽ門
~各

事項

刀卜鞘港管理葉許合管理者 上城

(1) 業 務 名 那覇港現場技やば業務委託 (掟7-2)

(2) 履   行   場   所 那零選全域

(3) 業 務 内 容 那覇港における工事の現場技術業務参託

(4) 獲   行   期   間 妥約締結日の翌日から令和7年 9月 30日 まで

くる) 設 計 金 額 1413()(),000瞬 (税込)

(6) 資 格 審 査 方 法 :事後審査型 ※本業務 iま 、競争参力H資格の審容を入|と執行後 tこ 行 うっ

(7) 最 低 待1般 価 格

本人札案件は、最低制限価格が設定さなノているため(最低制限価格未満の人札者は

落本と者 となることができない。
※郎覇港管理糾今が発注する饉設工事等 :こ採 る最伏講i脱 4朽 格取扱要領

(1lttpS t//nahal_う r、どt.こp/と usincヽ ss/contract/)

(8) 適 用 す る 技 術 者 華 極
令和7年 3月 設計業務
姿託等技:げ者単価

※本業務の予定価格厳左記 :二示す設計業務姿託等技 貯々者単価
を適用 1′ て積算しており、入札参加者は ¬l11価を適用して児

積 りを行い人札するこを.

(9)

そ の 他 適 用 の あ る

法 令 、 制 度 等

(※本案件は、右表のう

ら、●E日 を付 した制度等の

適用があるc)

議会議決

本業務は、議会の議決に再―ナベき契約及び財産の取得又tま処分
に関する条例第 2条の規定ここ基づき、議会の向意の議決を要す

るため、洛札決定後は仮契約を編常 ↓、議会の ll・l意の講決を経
て通知したときに本契約となる。

準備手続き
(予算成立前)

本手続きは、次年度当初 (補正)予算成立を前提どとした年度弱

始 (予算成立〕倉とからの準備手統きであり、予算成立後に効力
を生じる事業である。従つて、議会 ,こ おいて当初 (補正)千算

案が誉決され々場合は、契約を締結 とフない。また、次年度当押
(補正)予算成立後においても、田車支基金に係る変付申講等

の手続きの関係 と、入ヰとを延期する場合があるぅ

準備手続き

(交付決定前)

木手続きは、憂烹支歳全に係る予算使用を前提とした事苗準備

手続きであり、交付決定後た劫力を生 じる事業である。従つ

て、交付申請等の手続きの関係 に、入札を妊朗する場合があ

る。

●
準備手続き

(繰越承認前)

本手続きは、議会における繰遊承認を前提とした事前拳偏手続
きであり、議会承認後に効力を生じる事業である。従つて、議

会ここおいて本糞務に係る千算の繰越承認が否洗さオ1,た場合は、
入本とを廷期又は中Iにすることがある。また、予算の繰越承認後
においても、脚庫文腕金に係る繰越 (翌憤)手続きの理係上、
入

=と

を廷理する場合がある。

債務負担イ」為業務
本業務は、償務負担行為に係心契約の特長1の進用を受ける業務
である。
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露 入札参ブJR資格

次に庄める要件をすアドて満たしている有資格業帝であることり

業
務
実

績

(1) 業 種 区 分 士本関係 コンサルタン ト

那朝港管理組合の測量 Ⅲ建設コンす|レ タント等業登録業
者ネ綸において、左記の金録を有するもの。

(2)

戻ll量・建設 コンサ
'チ

アン ト

導入札参加資格ネ簿華録午

度
令和6'7年度

(3) 登 録 業 種
港湾及び空港   かつ

施工計画施工設備及び穫算

(4) 地方 白治法施行令葬167条 のこの規定に該当しない者であること◆

(5) 人本L口 から当該姿託の藩札決定 郵までの間において、翔〔義港管理継合の指名停 1と措性を受けていないことし

(6)
会社更生法に基づき更生手続き開始の幸立てがなさオ1′ ている者又は民事再生法に基づき再生 I手続き開始の咋立

てがなさオ1,ている希 (手続き開始の決定後、入札参加査格の再謡店を受ユ|ている者を除く.)ではないことし

(7)
警慕半局から、暴力国員が実質酌|こ経営を支理する建設業者又はこれ′に準ずるものとして、那覇港管理群合発

注工事等からの排除要諦があり、当該状況が冷騰続している者でないことゥ

(3)

入札とこ参力]し ようとする者 lノ )麗 ζこ以下の革準のいずれかに該当する繭係がないこと.

なお、以 ドの調係がある場合に、詳送する音を決めるために当事者蘭で連絡を敢ることは、謝;瑶港管理赴合競争

契約 ア、本と心掛葬 3条葬 E項の規定に抵触するもので 1く ない。

ア 資本関係

次のいずれかに該当す る三者の場合.

(う)子会社等 (会社法 (平成 17年法律第86奉→第 2条第 3零り 2に規定する子会社等をい う6以 ド爾じ。

と親会社等 (同条第 4号の 2に規定する親会社等をいう。以下同 じ。)の 関係にある場合

(b)魂会社等を同じくする子会社等岡士の関係にある場合

イ 人的関係
次のいずれかに該当する=者

の場合。ただし、 (a)に ついては、会社等 (会社法施行規貝J(平成13年法務

省令第 1£ 号)第 2条第 3項第 2号 に規定する会社等をいうゥ以 下同じゥ)の ^方が民事再生法 (平成■年

法律第225号)第 2条第 4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社 (会 社更生法 (平歳14年

法律第154号)第 2条第 7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。

(a)一方の会社等の投員 (会社法施行規則第 E条第 3項第 3号に規定する投員のうち、次に掲tす る者を
いう。以 下厠じし)が、イ軍方の会社等の役員を現に蒸オaている場合

1〕 株式会社の取締役⑮ただと/、 次に掲げる者を除く。

①会社法第2条第11お の2iこ規せする監苺等姿_員会設附会社 |こおJサ る監査等委員である取締投

②会社法第 2条第 12号に規定する対第委員会等設置会社におとする取締役

③会社法第 2条発15零・に規定する社外政締投

④会社法第a48条第 1項に規定する定款とこ男|1段 の定めがある場合により業務を執行こンないことと

されている取締役

2)会社法第402条 に規定する指名委員会等設置会社の執行役

3)会社法第575条第 1項 1こ規定する持分会社 (合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員

(同法第590条第 1項に規定する定款に射段の定めがある場合により業務を執行しないこととされ

ている社員を除く。)

4)組合の逃事

5)そ の他業務を執行する者であつて(1)か ら4)ミ で14努げる者に準ずる章

(あ )一方の会社等の投員が、他方の会社等の民事再生法壽6と条壽21頁 又は会社更生法第67条第 1項の規定に

より選任さぷ′た管財人 (以 ド■とこ管財人という。)を現t二蒸ねている場合

(●)^方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を引に兼ねている場合

ウ その他の人́ホLの通正さがH附省されると認めらをR,る 場合
組合 (共 口l企業体を含む。)と その構成長が同一の入札に参加 している場合その他 li記 ア又はイと瞬視
しうる資本関係又は人的開孫があると認められる場合G

9〕( 地 域 要 件
郎覇 #f、 浦添荘f、 糸満計f、 豊見城離f、 甫城帯す、市鳳原町

‐
、人重瀬町

‐
、与捌

`原

刑
‐
く宜野湾

言＼西原町内,こ本店があること。      |

対  象  期
白  子`ナ或2伊千4 Fl i川 オ記の期間内に下記の対象業務を請負い、完歳・引渡しが

完 rした業務実績を冶することさ至  令和7年 3』 21日

対 象 委 託
国・県・市町村 `鶏 拾体で構成 さオ1′ た糸H台等が発注 した土本一式上事の現錫枝衡薬

務

(l tl)
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(H)

配
世

予
定
技
術
考

考備

次に掲げる要件を満たす管理技オ肘者及び担当技t忙者を当該業務に配置することができ

ること.

(ア )下記に揚げるいずれかの資驀を有すること。

①技術士 (総合技術監理轟
`粥

:建設刊
`瑚

科国)又は (建設秘
`Fり②一級土木施工管理技士

③RC颯又iまRCCMと 同等の能力を塩
モする青 (技術士部ド1と 扇様のこ設騨弾に限る)

③発注者が■紀③～③と同等で麦〉ると認めた者

(イ )(10)t姦 揚げる業務実績を1件以上有していること

(12) 甘メ 抜 け 案 件

以下の業諮を落札 ヒ..た 者館(本業考の落札者 必fな る,おftす できないぅ

郎覇港現場技術業務姿託 (R7-1)

(今和7年 3月 6郵 那覇港管理組合一般競争入本と公告第 8号 )

8 設計凶書等の配布ゝ質 FF‐l及び
「

El容

4 費格譲認 申講書等の提出

設 計 図 書 等 の 配 布

期 問 詢 令和7年 3月 6籐 (本 ) と 令和7年 3月 21郷 (金 ,

配 珀f 方  法 那覇港管理細合ぶ―ムベ‐̂ジ にて配布するぅ (IIt tps i//rahaportど p/)

配 布 場 すi。
開 い 合 せ 先

那覇市通堂町 2番 1を  3賠
ガに薯港管理組合 稔務部 総務謀 財密班

電話 091J86B2585

質 問 ・ 回 答 期 間 等

(1)入 札・契約手
焼に関

‐
すること

斑htt ll通竜厨
1‐ 2香 1号

那覇港管理組合 総務部

竜話 09併 86鮮2535

3附

総務峡 財務班

FAX  098-868-2629

(2)li記 (1)以 外

に 関 す る こ と

那覇市通近町 2香 1号  2贈
郎等港管理縦合 企画藍設郭 計画建設諜

属三言番  098-868-0336

提 出 鞘 間
麹 令和7年 3月 6日  (本)  オヽ

上記井:蘭の上 日及び侃博を除く毎 日

至 令和7年 3月 17日 ()1)

9員寺から17"孝まで,

健 出 場 所 上記 (1)iこ 同 じ.

提  出  方  法 電ユと (rrAX叉 はメール (33u■■:lyugatsuOnallaport jp))又 は掛参

回 答 方 法
那翡港管翼組合ホームベージ (https://nahapつ rt,jp/)及 び上記 (1)に

おいて、以下の期間、蘭覧とこ僕する。

国 答 鞘 間
同容 層かとュ  令和7年 3月 P4日  観 )  まで

1生薇理間の土 日及び祝 日を除く毎 騨、 9寺から17寺まで。

繊 格 確 認 Ⅲl諦 壽

本競争の参加希 :望者は、次の書類を期限内に提出することc

なお、期跛までに提出がない場合、本競争に参力‖することこができない。

提 出 書 類
OI般競争入札参加資格確認申請普 (第 ⇒号1豪式)

②返信用対笥 (入札結果通却施(110円 切手唯付))

提 出 期 間
式 令和7年3月 6旧  (本 ) 至 令葎7年 6月 21博  (企 )

上記鞘間の■ 日放び祝 日を除く毎 日、 9時から16時まで。

提 出 場 所

那覇市通堂附T2番 1号  3階
邦薪港管升〒組合 総務部 総務課 財務班

電話 098-868-2586

提 出 方 法 持参又は郵送 (投幕留もしくは衛易書留

'提  出 部 教 1魂
`
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る 入札手続 き等

ネと 方  法

出  書  類

日

先

札 書 に 記 載
る 金  額ホと 報  日

布しに 関 |~る

意  事  凍

の

務 費 内 訳
提 出

本業務は、紙入札により実施するど
入札普等は、あらか じめ希定する日に配進 されるように (「 l弩己進 爛指

定瑯便」)、 「 投 等M」 又 ti「 簡易書留」のいず淑′かの方法により郵

送することc持参や普通郵使等で提出された場合、無勤とする。

③人札幕

②業務費内訳暮

令和7年 3月 24目  (丹 )

〒901)003る   那覇市通蛍‖
]々 2香 1号

那覇港管製組合 総務部 総務課 財務班

電話番号 098-86争全385

落本と決定にあたつては、入札書とこ謎載され.た金額 iこ 当該金額の100分 の

10に相当する額を加算した金額 (当 該金鎮にl「日未満の端数があるとき

tま 、その端数全額を切り捨てた全額)を もつて落札価格とするので、人

本ヒ者は、消費載及び地方消費税に係る課ユ事業者であるか負寝事業者で

あるかと開わず、見猿もつた契約希望金筆の110分の100に本目当する金額

を入
=し

普 tご記載すること,

ア 入
=と

書のくじの数宇 (任意の数学 3桁)は、 l・l顎 くじ抑選が発生 し

た場合ここ使用するため、必ず記入することの
イ 配逹指定騨以外の日に戸日いた入札普及び業務内訳書!よ 、受理と_´ な

と 。ヽ

ウ 入札書の 瞬付 :ま 、関札 日を記入すること,

ア 弟 1口 目の入札 :こ 際と/、 人札書に記載さ承′る入札金額に対応 t/た業務

費内訳書 (様式 自蜘)を提麟ヽすることc

イ 業務費内訳書 :こ は、作成年月 日、項 目、員数、半額及び金額を夢〕と,

かに t/、 商号叉は名称並びに住所を記載すること.

夕 業務費内訳書とこti、 代表者向Jを押印すること。
工 管理者 (こ れ らの者の補助者を含む。)とよ、提出された業務費内訳

書について説夢とを求めることがあろ。

入  札  の  無
本公告ここ示 t/た競争参難資格のない者のとンえ入札、資格確認準講書等に虚偽の記載をとフた

の こ́́た入本と及び入本とに麗する条4tt二 違反 とンた入本と燃、無勤とする。

入 礼 の 辞 退

資格確認宰詰普の提脱後、碧
`合

により入札を辞退する場合は、開
=と

癬時までに入をし辞退届

を提止|す ることり
また、藩札決定までの間に他の業務を落札 と́′たことととより肥置予定技術者を本業務とこ配畳

するこれができなくなつたときは、直 らに報告することfふ 当該操告がなく、本人札の手続き

が落札決定まで全った場合、指名停 il汁置要領に基づ く持峯停 止を行 うことがを)る .

の

ア 幕札候補者がいない錫合は朔札後直ちに再度人本とを令 うので、再度 入札にも参珈する

場合は、開札寺点から立ち会 うことc初度の開札寺に立ち会わない参加者は再度入

本しを鮮逃 したものとみなし、 1司 度入札への参加を謡めないど

イ 代逃人が入札する場合麒、入札を行 う際に委任法及び自己の騨鑑を荷参すること。

ウ 姿任状 |こ は、業務名を記入することり
エ キ衰入́札参加者又ユまキ度入札参雄者の代理人は、当該′入札 t二対…

1‐ る他の再度 入́札参

舜者の代理をすることはできない。

オ 再度入札は、 1圏のみとする。

6

開    |し     田 時1 令程7年 3月 25日  (火) 1ヽ:OO χ人札書の F付

那覇港管理組合 2階大会議室

＼人札考は、開札に立ち会 うことができる (再人札に参力‖する場合ti、 開札時点から

立ち会 うこと)c
所

|

湘   札   場
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7 資格確認資料の提出と競争参加資格の審査

開札後、落札者の決定を保留 t_′ 、予定価格の範囲内で布勤な最低の価格をもつて入札を

行つた狩 (以 下「落札候補などというど)から崚に競争参力‖合格の審4を行うど落本と候補者

は、期限までに資格確認申請督等を提出し/ない場合、競争参力β資格がないものとする.

なお、募本L侯補者は上位から項に 3著 (li位の帝と扇額の者が複数いる場合:ま この眼りで

iま ない。)を決定 t´資格確認資料を求めるが、適格者が確認できた幹点で、次順位以眸の者
の競争参カド合格の審4t攻行わないもy)と する。

通   知   日 令和7年 3月 £5ヨ 僚 )17:00 まで (予定)1こ 対象業者あてi逓知すると

提 出 理 眠 令和7年 3月 27旧 (本)15:00 まで

提 出 書 類

○配H予定技術竹の資格等 (様式 1)

② 業務実績 (株式2)

⑥資格確認中諦書 t句 3号様式)の資棒確認の各項罵に記載モ́た必要書導

提  出 部  教 1部

提 出 方 法 原則、持参

提   出   先

〒900-0035  ガ呂辞職itttΠ l・ 2香 1号

刃∫覇港管理組合 総務部 総務課 財務班
〕
屯誡稀 岩・ 093-363-2535

競 争 参 熱 資 格 の 確 認

競争参力‖資格の確認は、間札後、申議書等の提出期限の 口をもつて令Fう 1)の とこし、その結

果は以下の 日までに書面により遇鋒する. .

令和7年 3月 α8用 (仝)(了′定)

なお、幕札償捕者について競争参方
"資

格が確認され′適格者であることが確認できた錫合

は、落本し者決定通矢れをもつて資格確認結果の通舞 t二代えるものとする。

落 札 者 の 決 定 方 法
事後審4の結巣、落札鉄補者が競争参力日査格を満たしていると確認 した場合は、当該落▲と

僚補者を落札者 とする.ま た、その結果は、全入本と参舟E者に通知するっ

競争参加資格がない と認め

え)れ た者がその魁的に対 し

て イく服 が あ る 錫 合

沈争参方に安格がないと認めら葦R′ た者は、管環著 :乙対とンて競争参線資格がないと認めら瀬,た

逃山について説り]を求めることができる。
管理者は説明を求めら、れメたときは、苦情を llし 立て碁眼の翌日かI,起算して5旧 以内 (休

榔を除く)に説明を求めた者に対し、普面により藤答する.

提  出  期  限
沈争参方「資格確認結:呆 の,lj嫌 をFFつ た日の翌日から題算と′てδ日以内

(休 用を除く)と する。

提   農  先 那鶏ぬ管即組合 総務部 総務諜 財務茨

提  出 方  法
書 r衛 (様式白由Jを持参すること。郵送又は竃送 (メ

峠ルや融氏)イこよ

るもの 1ま受体J付けないc

本 人  札  に 係

資 料  の 取 扱

る

とヽ

ア 合格確認申議書等の作成及び提出に係 る費漁は、提出者の負担 とする。

イ 契約れジ1者は、提出された資l各 確認申詩書等にrつ いて、競争参力鳳資務み確認以外に

提出者に無断で使え と′ない。

ウ 提出された資格確認申請書等は、返_1と .′ ないc

工 提出翡眼内に限 り、資碁確認申諦幕等の修正、た し誉え、迄癖、再提出を謡める。

オ 提歳期限を過ぎた場合ミ資格確認申請書等黛受け付けない.

力 資格確認中諦帯等の受理後、壽類内容を審査 とン、帯類の記載漏津R′や添付鴻庁1′等が

あつた場合館競争参雄資幣無 t_´ となり、落本と者 となること難できない。

キ 資格確認中講書等に達偽の記載をした場合、指名停止措赳要鎮 :こ基づく指名停止

をイ〒うことが泣)るぅ
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3 入オと保証金及び契約保証金

9 の

入  札  t禁  証  金

人札保証金の金額等ti、 丸金又は管理者が確実と認める有価証券等をも′)て見嶺る契約金

額のとoo分の5以 I生 を納付するものとする。ただと_′ 、次のいずれか:二該当十る場合 :ま 、入札伴

証金の納付を免除するさ
ア 保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証休1食契持を締結したとき.

イ 田 (独立行政法人含むり)又患地方公共世1体 とその種類及び規模をほ
`ギ

同じくする契

約を締締 t▽′た実績を有 tr、 これらのうち逓芸 2慟年の間に履行期眼の,1業 と_´ た
「

以 Lの

契約をれて敲実に履行 した精。
なお、次め者イま入札に関する条件に違反したものとと/て、そ¢入|し を無効とする.

(1)報眼kでに入札保証金の第11付、若とンくti紬付 ,こ 代わると記ア、イのいず岸R′ かに係る

書類の提出のない者
(2)人札保証金の金額等が上記の条件に満たない場合

(3ユ 入札休証企等の納付等に係る書類に不備があった場合
kえ、 ‐度提出され′た人札保証金の納付等の変更はできない三ぅのとする。

%入札保証金を免除した落札者が契約を結ばない場合、換嘗賠償金として、入本と金額を手
消費視及び地方消費税を加えた額 lノ_,199分の 5を那覇港管理組合に納付しなければならな
ヤヽィ,

※イ tこ よ り́ブ、札保証金の曳鍮を受 |す る場合は、様式 「地方公共田体等契約状況確認どを

提出することfど

提 出 期 限 令不Π7年 3月 21癬  (金)17:00 ま で

提 出 先

〒9000035  剪b覇 ‖f通歳町 2碁 1号

那覇港管理練合 総務部 総務課 財務班

電話器号 0988682585

人 札 保 証 全

(現 金 納 付 )

提 出 方 法

ラ
′ 「入札保証争納付書発行依頼普」を持参すること

※要革前連絡

イ 細 合が発行する縦 ア́、通知讐にそkり 令融機関で保乱と全を

納付 しフト鋲収妻 (写)を上記期限衷で:こ提出するこ

とぃ

入札 r果 証保険証券・入

卜と保護書・地方公共団

体等契誇状況確認資料

提 出 方 法
持参又は翻

`送

(西ユ注が確認できる方法に
‐
て送付するこ

と)

保 険 期 間

保 証 鱒;閥
藤卒と日みヽら2か Flと す るし

有 価 証 券 等
受入爾時 ,受 入方法等の調整があるので、事前に と記担当謀改で連絡

-0~る ことc

契 約 保 証 金 免除 (舜L鍋熔管理紅合契約規貝1第 4条第 1衷弟 9零・によるJ

配 置 予 定 技 術 者
の    確     認

落札決定後、テクリス等により配雌予定技術者の実績 tこ 関する違三の事実等が確認 された

場合、契約を結ばないことがある.

なお、病気 ‐死亡 。越職等の場合でや4,を得ないとと/て承認 さ浄′た場合の外 iま 、資格確認

申請書等の差替丈ユ■認められないc

病気等の特駆な理由によりやむを得ず配世予定技術者を変更する場合は、 2:こ 掲子ずる基準

を満たし、かつ当初の再こ置予定装術者 と同等以 riの者を西こ置 しなとすればな場ない,

前   金   払 適用な し

支 払 条 件
引
`  

分   払
適用あり
＼〕

`鶏

港管翼組合契約規貝1弟41条あ規芝厨数の範囲lよ lヽ

本業務に係る契約は、落札者の決定後、7日 以内に締結する.ただと/、 管理者が斡に指示

とッたときはこの限りで|ま ないっ
契 約 締 結 時 期

本業務の契約締結後、本業務の業務姿託4卜 を変更協議する場合及び本業務と開連する業務

を本業務受注者と鐘意契約する場合(変史協議叉は碑蓮する業務の予定価格の算定は、本業

務の諸負比率 (当 初契約額■当初設言

'顎

)を変更業務llT格または関連業務の設計額に乗じた

額で行 う。

講 負 代 金 等 の 変 更

等

項

者

事

加

守

一参Ｌ

遵

＋
↑入

の

入札参加者難、那覇港管理細合競争入札心魯、土木設計業務等姿託契約普及び仕様書を熱

説し、これを蓮守することご
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